
「宮城の将来ビジョン改定版（中間案）」に対する意見提出手続（パブリックコメント）の

結果と御意見・御提言に対する宮城県の考え方 

平成２９年３月２１日 

 

 宮城県では，「宮城の将来ビジョン改定版（中間案）」について，平成２８年８月１９日

から平成２８年９月２１日の間，ホームページ等を通じ県民のみなさまの御意見等を募集

しました。 

 この結果，２人から合計６件の貴重な御意見・御提言を頂きました。 

 頂きました御意見等につきましては，宮城の将来ビジョン（平成２９年３月改定）策定

の参考とさせていただきました。御協力ありがとうございました。 

頂きました御意見等に対する宮城県の考え方につきまして，以下のとおり回答いたしま

す。 

 

 御意見・御提言の内容（要旨） 宮城県の考え方 

１ 「ゴミの出にくい社会モデルの創出」を考

えてみてください。将来の県民の生活，ひ

いては世界をリードする考え方になって

くると思います。 

「第４章 宮城の未来をつくる３３の取

組」の「取組２８ 廃棄物等の３Ｒ（発生

抑制・再使用・再生利用）と適正処理の推

進」において，様々な場面における３Ｒ活

動を推進するための県民・事業者・市町村

等に対する啓発活動の充実や，リサイクル

施設の整備など３Ｒを支える社会的基盤

の充実とリサイクル関連新技術開発の促

進に取り組むこととしています。このよう

な取組を通じて，廃棄物等の発生抑制を最

優先とする循環型社会を推進してまいり

ます。 

 

２ 子育てや介護への理解ある職場環境を作

るための支援を行う仕組みづくりを行い，

働きながら子育てする世代をサポートし

てください。 

職場環境（上司や会社の重役の考え方）に

よって休みの取得や労働時間などに制約

がついてしまうのが現状です。それをいか

に職場単位で改善して行くか，がポイント

だと思います。子育てしやすい宮城県を目

指して，企業に働きかけて行く必要があり

ます。また，労働時間，働き方などの事例

や研究などを行って，生産性や安全性など

を検証することも必要かと思います。 

 

 

 

御意見を踏まえ，「第４章 宮城の未来を

つくる３３の取組」，「取組１３ 時代を担

う子どもを安心して生み育てることがで

きる」の【取組の方向】に，推進するワー

ク・ライフ・バランスの具体例を追記しま

した。具体的には「従業員の休暇取得の促

進や超過勤務の縮減など事業主へのワー

ク・ライフ・バランスの重点的な普及推進」

としました。 



３ 「経済システムの研究機関との提携」を考

えてみてください。 

TPPなどの自由貿易が今の経済の主流に

なりつつあり，自由貿易で勝ち残って行け

るかどうかがポイントだと思います。国と

しては自由貿易を推進している考えです

が，実際に蓋を開けなければ状況は分かり

ません。県としてすばやく次の手を見据え

て行動を起こすための投資として必要だ

と思います。 

「第４章 宮城の未来をつくる３３の取

組」の「取組１ 地域経済を力強くけん引

するものづくり産業（製造業）の振興」に

おいて，成長市場を見据えた国内外での販

路開拓・取引拡大等を促進していくほか，

「取組６ 競争力ある農林水産業への転

換」において，競争力ある農林水産業の基

盤づくりや「取組８ 県内企業のグローバ

ルビジネスの推進と外資系企業の立地促

進」において，海外との取引拡大に向けた

市場調査等に取り組むこととしています。

このような取組を通じて，状況の変化に対

応した地域経済の発展に取り組んでまい

ります。 

４ 人材の育成なども必要課題です。国に頼り

きった地方ではなく国を支える地方を目

指して欲しいと思います。 

「第４章 宮城の未来をつくる３３の取

組」の「取組１０ 産業活動の基礎となる

人材の育成・確保」において，社会情勢の

変化やグローバル化に対応し，ビジネスチ

ャンスを的確にとらえ，宮城県経済をけん

引する次代のリーダーなどの育成等に取

り組むこととしています。このような取組

を通じて，宮城県のみならず国を支える人

材の育成を推進してまいります。 

５ 起業しやすい宮城県を目指して欲しいと

思います。企業のための支援や税制面の優

遇などを行って新規の事業が宮城県から

発信しやすくすることで，チャレンジ精神

が旺盛で優秀な企業家や人材が集まりや

すくなってきます。また，起業が成功して

安定してくれば雇用が生まれ税収の UPが

見込めます。新たなビジネスの創出に繋が

り人が集まる県を目指してください。 

「第４章 宮城の未来をつくる３３の取

組」の「取組４ 高付加価値型サービス産

業・情報関連産業及び地域商業の振興」に

おいて，コミュニティビジネス等の地域や

生活に密着したサービス業への支援や，地

域から生まれるベンチャービジネスへの

創業支援に取り組むこととしているほか，

「取組１１ 経営力の向上と経営基盤の

強化」において，起業家の育成やビジネス

プランの作成支援など産業支援機関等と

連携した多様な経営支援体制を充実させ

ることとしております。このような取組な

どを通じて，新たなビジネスの創出を促進

してまいります。 

６ 宮城県並びに東北地域活性化に向け，「栃

木・福島地点への首都機能移転」を目指し

ていく必要があります。 

東北地方への首都機能移転実現に向け，

「北東地域首都機能移転連携事業実行委

員会」を栃木県をはじめとする５県ほかで

組織し，継続して活動をしております。国

等の動向を注視しつつ，御意見は今後の参

考とさせていただきます。 



 


